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規

則

■群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
元
年
六
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
八
号

群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平

成
二
十
九
年
群
馬
県
条
例
第
三
十
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
利
用
の
承
認
申
請
）

第
二
条

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
施
設
等
の
う
ち
、
条
例
別
表
四

の
表
の
駐
車
場
及
び
別
表
第
一
の
コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
を
除
く
施
設
等
（
以
下
「
利
用
承
認
施
設

等
」
と
い
う
。
）
の
利
用
の
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
群

馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
利
用
承
認
申
請
書
（
別
記
様
式
第
一
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
の
受
付
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
日
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

（
利
用
の
承
認
）

第
三
条

知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
利
用
承
認
施
設

等
の
利
用
を
承
認
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
利
用
承
認
書
（
別

記
様
式
第
二
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
承
認
書
の
交
付
を
受
け
た
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
利
用
承
認
施
設
等

を
利
用
す
る
と
き
は
、
当
該
承
認
書
を
職
員
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
の
変
更
又
は
取
消
し
）

第
四
条

利
用
者
は
、
利
用
の
変
更
又
は
取
消
し
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ

ン
セ
ン
タ
ー
利
用
変
更
（
取
消
し
）
承
認
申
請
書
（
別
記
様
式
第
三
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
利
用
の
変
更
又
は
取
消
し
を

承
認
し
た
と
き
は
、
利
用
者
に
群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
利
用
変
更
（
取
消
し
）
承
認
書

（
別
記
様
式
第
四
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
附
属
設
備
及
び
備
品
の
使
用
料
等
）

第
五
条

条
例
別
表
五
の
表
の
規
定
に
よ
る
附
属
設
備
及
び
備
品
の
使
用
料
の
額
は
、
別
表
第
一
に

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

２

条
例
別
表
一
の
表
注
七
の
規
則
で
定
め
る
実
費
相
当
額
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

（
使
用
料
の
納
付
期
限
）

第
六
条

条
例
第
十
条
に
規
定
す
る
使
用
料
は
、
知
事
が
指
定
す
る
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
使
用
料
の
減
免
）

第
七
条

条
例
第
十
一
条
で
定
め
る
特
別
な
理
由
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
当
該
理
由
に

よ
り
減
免
す
る
額
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

災
害
そ
の
他
緊
急
事
態
の
発
生
に
よ
り
、
住
民
等
が
一
時
的
に
避
難
し
、
又
は
待
機
す
る
場

所
と
し
て
利
用
す
る
場
合

使
用
料
の
全
額

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

知
事
が
適
当
と

認
め
る
額

２

使
用
料
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
使
用
料
減
免
申

請
書
（
別
記
様
式
第
五
号
）
を
第
二
条
第
一
項
の
申
請
書
と
同
時
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
使
用
料
の
減
免
を
決
定
し
た

と
き
は
、
群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
使
用
料
減
免
承
認
書
（
別
記
様
式
第
六
号
）
を
交
付

す
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
料
の
返
還
）

第
八
条

条
例
第
十
二
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
利
用
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由

に
よ
り
利
用
承
認
施
設
等
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
返
還
す
る
使
用
料
の
額

は
、
既
に
納
付
し
た
使
用
料
の
額
の
全
額
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
の
返
還
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー
使
用
料
返
還
申
請
書
（
別
記
様
式
第
七
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
遵
守
事
項
）

第
九
条

利
用
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

引
火
性
物
品
等
の
危
険
物
を
持
ち
込
ま
な
い
こ
と
。

二

群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の

施
設
、
附
属
設
備
及
び
備
品
等
を
汚
損
し
、
又
は
毀
損
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
し
な
い
こ

と
。

三

職
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。

四

前
三
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
別
に
定
め
る
事
項

２

利
用
者
は
、
前
項
各
号
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
入
館
者
に
遵
守
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

所
定
の
場
所
以
外
に
お
い
て
飲
食
し
、
又
は
喫
煙
を
し
な
い
こ
と
。

二

他
の
入
館
者
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
十
条

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
指
定
管
理
者
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と

い
う
。
）
に
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
（
以
下
「
指
定
管
理
者
に
よ

る
管
理
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
同
条
第
二
項
第
五
号
の
知
事
が
別
に
定
め
る
業
務
は
、

広
報
宣
伝
及
び
催
物
の
誘
致
そ
の
他
の
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
利
用
促
進
の
た
め
に
必
要

な
業
務
と
す
る
。

２

指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
場
合
に
お
け
る
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
、
第
六
条
、
第
七
条
第

二
項
及
び
第
三
項
、
第
八
条
並
び
に
第
九
条
並
び
に
別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
七
号
ま

で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
一
項
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
、
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同
条
第
二
項
中
「
知
事
が
別
に
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承

認
を
得
て
別
に
定
め
る
」
と
、
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
、
第
六
条
、
第
七
条
第
二
項
及
び
第
三

項
並
び
に
第
八
条
第
二
項
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
、
第
九
条
第
一
項
第
四

号
中
「
知
事
が
別
に
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
て

別
に
定
め
る
」
と
、
別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
七
号
ま
で
の
規
定
中
「

」

群
馬

県
知
事

と
あ
る
の
は
「

」
と
す
る
。

指
定

管
理

者

３

条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
を
指
定
管
理
者
に
収
受
さ
せ
る
場
合
に
お
け

る
第
六
条
、
第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
八
条
並
び
に
別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様

式
第
七
号
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
六
条
中
「
第
十

条
に
規
定
す
る
使
用
料
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
」
と
、
第
七

条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
使
用
料
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
料
金
」
と
、
第
八
条
中
「
第
十
二
条

た
だ
し
書
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
六
項
た
だ
し
書
」
と
、
「
使
用
料
」
と
あ
る
の
は
「
利

用
料
金
」
と
、
別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
七
号
ま
で
の
規
定
中
「

」
と
あ
る
の

使
用
料

は
「

」
と
す
る
。

利
用
料

金

（
管
理
の
細
則
）

第
十
一
条

条
例
及
び
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
う
場
合
は
知
事
が
、
指

定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
場
合
は
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
て
指
定
管
理
者
が
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

２

条
例
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
の
施
行
の
日
前
に
行
う
利
用
の
承
認
そ
の
他
の
準
備
行

為
に
係
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
例
に
よ
る
。

別
表
第
一
（
第
五
条
関
係
）

区
分

単
位

使
用
料

展
示
場

椅
子

一
脚
に
つ
き
一
日

七
〇
円

机

一
台
に
つ
き
一
日

一
三
〇
円

バ
ッ
ク
幕

一
枚
に
つ
き
一
日

二
、
〇
〇
〇
円

冷
暖
房
設
備
（
全
面
利
用
の

利
用
一
時
間
に
つ
き

四
〇
、
〇
〇
〇
円

場
合
）

冷
暖
房
設
備
（
三
分
の
二
利

二
六
、
六
六
〇
円

用
の
場
合
）

冷
暖
房
設
備
（
三
分
の
一
利

一
三
、
三
三
〇
円

用
の
場
合
）

メ
イ
ン
ホ
ー
ル

ス
ク
リ
ー
ン
Ａ

一
台
に
つ
き
一
日

三
、
〇
〇
〇
円

ス
ク
リ
ー
ン
Ｂ

二
、
五
〇
〇
円

調
光
操
作
卓
Ａ

一
〇
、
〇
〇
〇
円

調
光
操
作
卓
Ｂ

六
、
〇
〇
〇
円

Ｌ
Ｅ
Ｄ
平
凸
タ
イ
プ
ス
ポ
ッ

八
〇
〇
円

ト
ラ
イ
ト

Ｌ
Ｅ
Ｄ
エ
リ
プ
ソ
イ
ダ
ル
ス

一
、
〇
〇
〇
円

ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

カ
メ
ラ
ワ
ゴ
ン

四
、
〇
〇
〇
円

Ａ
Ｖ
機
器
操
作
卓

六
、
〇
〇
〇
円

バ
ッ
ク
幕

一
枚
に
つ
き
一
日

二
、
〇
〇
〇
円

大
会
議
室

ス
ク
リ
ー
ン
Ｂ

一
台
に
つ
き
一
日

二
、
五
〇
〇
円

ス
ク
リ
ー
ン
Ｃ

二
、
〇
〇
〇
円

調
光
操
作
卓

六
、
〇
〇
〇
円

Ｌ
Ｅ
Ｄ
平
凸
タ
イ
プ
ス
ポ
ッ

八
〇
〇
円

ト
ラ
イ
ト

Ｌ
Ｅ
Ｄ
エ
リ
プ
ソ
イ
ダ
ル
ス

一
、
〇
〇
〇
円

ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

カ
メ
ラ
ワ
ゴ
ン

四
、
〇
〇
〇
円

Ａ
Ｖ
機
器
操
作
卓

六
、
〇
〇
〇
円

バ
ッ
ク
幕

一
枚
に
つ
き
一
日

二
、
〇
〇
〇
円

中
会
議
室

ス
ク
リ
ー
ン
Ｃ

一
台
に
つ
き
一
日

二
、
〇
〇
〇
円

ス
ク
リ
ー
ン
Ｄ

一
、
五
〇
〇
円

カ
メ
ラ
ワ
ゴ
ン

四
、
〇
〇
〇
円

Ａ
Ｖ
機
器
操
作
卓

三
、
〇
〇
〇
円

バ
ッ
ク
幕

一
枚
に
つ
き
一
日

二
、
〇
〇
〇
円

共
通

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
Ａ

一
台
に
つ
き
一
日

八
〇
、
〇
〇
〇
円

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
Ｂ

三
一
、
〇
〇
〇
円

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
Ｃ

二
五
、
〇
〇
〇
円

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
Ｄ

一
一
、
〇
〇
〇
円

移
動
式
ス
ク
リ
ー
ン

一
、
五
〇
〇
円

演
台
（
大
）

一
、
五
〇
〇
円

演
台
（
中
）

一
、
〇
〇
〇
円

演
台
（
小
）

八
〇
〇
円



4

第９７０８号令和元年６月２１日（金） 群 馬 県 報

花
台

五
〇
〇
円

仮
設
ス
テ
ー
ジ
（
大
）

四
、
〇
〇
〇
円

仮
設
ス
テ
ー
ジ
（
中
）

二
、
〇
〇
〇
円

仮
設
ス
テ
ー
ジ
（
小
）

一
、
〇
〇
〇
円

有
線
マ
イ
ク

一
、
〇
〇
〇
円

デ
ジ
タ
ル
ワ
イ
ヤ
レ
ス
ハ
ン

一
、
五
〇
〇
円

ド
マ
イ
ク

デ
ジ
タ
ル
ワ
イ
ヤ
レ
ス
ピ
ン

一
、
五
〇
〇
円

マ
イ
ク

卓
上
型
マ
イ
ク
ス
タ
ン
ド

三
〇
〇
円

床
上
型
マ
イ
ク
ス
タ
ン
ド

三
〇
〇
円

ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン

七
、
〇
〇
〇
円

ハ
イ
テ
ー
ブ
ル

一
、
〇
〇
〇
円

パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン

五
〇
〇
円

ベ
ル
ト
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン

三
五
〇
円

展
示
パ
ネ
ル

三
五
〇
円

展
示
パ
ネ
ル
用
照
明
器
具

三
五
〇
円

サ
イ
ン
ス
タ
ン
ド

二
〇
〇
円

Ｌ
字
ス
タ
ン
ド

二
〇
〇
円

コ
ー
ト
ハ
ン
ガ
ー

五
〇
〇
円

ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド

五
〇
〇
円

国
旗

一
枚
に
つ
き
一
日

五
〇
〇
円

県
旗

五
〇
〇
円

コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
Ａ

一
区
画
に
つ
き
一
日

三
〇
〇
円

ご
と
に
一
回

コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
Ｂ

二
〇
〇
円

注
１

一
日
と
は
、
午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
を
い
う
。

２

利
用
時
間
が
こ
の
表
に
定
め
る
利
用
時
間
に
満
た
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
時
間
割
に
よ

る
計
算
は
、
行
わ
な
い
。

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
）

区
分

単
位

金
額

電
気

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
に
つ
き

三
〇
円

水
道

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

四
五
〇
円

注
１

使
用
電
力
量
に
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時

に
切
り
上
げ
る
。

２

使
用
水
量
に
一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
一
立
方
メ
ー
ト
ル
に

切
り
上
げ
る
。

３

利
用
者
が
、
屋
外
展
示
場
に
器
具
等
を
持
ち
込
み
、
当
該
屋
外
展
示
場
の
電
気
等
を
使
用

し
た
場
合
は
、
そ
の
使
用
に
応
じ
た
こ
の
表
に
定
め
る
金
額
を
徴
収
す
る
。
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別記様式第１号（規格Ａ４）（第２条関係）

群馬コンベンションセンター利用承認申請書

年 月 日

群馬県知事 あて

申請者 住所（所在地）

フ リ ガ ナ

氏名（名称）

利用責任者名

担 当 者 名

（ 電 話 ）

次のとおり利用の承認を申請します。

なお、利用に際しては、群馬コンベンションセンターの設置及び管理に関する条例及び同条例施行規則に

従います。

利 用 期 間

利 用 目 的

催 物 の 名 称

出演者・出席者数 人 来場予定者数 人 利 用 者 数 計 人

う ち 県 外 者 人 う ち 県 外 者 人 う ち 県 外 者 人

う ち 外 国 人 か国 人 う ち 外 国 人 か国 人 う ち 外 国 人 か国 人

利用承認施設等名称 利 用 区 分 ・ 数 量 利 用 日 時 使 用 料

申請に当たっては、次の内容を誓約の上、□にレを記入してください。

□ 自己又は自己の団体の役員等は、暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し

ている者には該当しません。

入 場 料 有・無 使 用 料 合 計

備 考

第９７０８号令和元年６月２１日（金） 群 馬 県 報
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別記様式第２号（規格Ａ４）（第３条関係）

群馬コンベンションセンター利用承認書

年 月 日

様

群馬県知事 印

年 月 日付けで申請のあった群馬コンベンションセンターの利用承認施設等の利用について

は、次のとおり承認します。

利 用 期 間

利 用 目 的

催 物 の 名 称

責 任 者 の 氏 名

使 用 料 の 合 計 額

利用承認施設等名称 利 用 区 分 ・ 数 量 利 用 日 時 使 用 料

承 認 条 件

承 認 番 号

備 考
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別記様式第３号（規格Ａ４）（第４条関係）

群馬コンベンションセンター利用変更（取消し）承認申請書

年 月 日

群馬県知事 あて

申請者 住所（所在地）

フリガナ

氏名（名称）

利用責任者名

担当者名

（電話）

年 月 日付け承認番号第 号で承認のあった群馬コンベンションセンターの利用承認施設等

の利用について、次のとおり変更（取消し）の承認を申請します。

利 用 期 間

利 用 目 的

催 物 の 名 称

出演者・出席者数 人 来場予定者数 人 利 用 者 数 計 人

う ち 県 外 者 人 う ち 県 外 者 人 う ち 県 外 者 人

う ち 外 国 人 か国 人 う ち 外 国 人 か国 人 う ち 外 国 人 か国 人

利用承認施設等名称 利 用 区 分 ・ 数 量 利 用 日 時 使 用 料

入 場 料 有・無 使 用 料 合 計

備 考
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別記様式第４号（規格Ａ４）（第４条関係）

群馬コンベンションセンター利用変更（取消し）承認書

年 月 日

様

群馬県知事 印

年 月 日付けで申請のあった承認番号第 号の群馬コンベンションセンターの利用承認施設

等の利用の変更（取消し）については、次のとおり承認します。

利 用 期 間

利 用 目 的

催 物 の 名 称

責 任 者 の 氏 名

使 用 料 の 合 計 額

利用承認施設等名称 利 用 区 分 ・ 数 量 利 用 日 時 使 用 料

承 認 条 件

備 考
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別記様式第５号（規格Ａ４）（第７条関係）

群馬コンベンションセンター使用料減免申請書

年 月 日

群馬県知事 あて

申請者 住所（所在地）

フ リ ガ ナ

氏名（名称）

利用責任者名

担 当 者 名

（ 電 話 ）

次のとおり使用料の減免の承認を申請します。

利 用 目 的

催 物 の 名 称

減免申請の理由

所 定 の 使 用 料

減 免 申 請 額

利用承認施設等名称 利用区分・数量 利 用 日 時 所定の使用料 減免後の使用料

備 考
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別記様式第６号（規格Ａ４）（第７条関係）

群馬コンベンションセンター使用料減免承認書

年 月 日

様

群馬県知事 印

年 月 日付けで申請のあった群馬コンベンションセンターの使用料の減免については、次のと

おり承認します。

利 用 目 的

催 物 の 名 称

減 免 の 理 由

減 免 額

利用承認施設等名称 利用区分・数量 利 用 日 時 所定の使用料 減免後の使用料

備 考
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別記様式第７号（規格Ａ４）（第８条関係）

群馬コンベンションセンター使用料返還申請書

年 月 日

群馬県知事 あて

申請者 住所（所在地）

フ リ ガ ナ

氏名（名称）

利用責任者名

担 当 者 名

（ 電 話 ）

次のとおり使用料の返還を申請します。

催 物 の 名 称

利 用 承 認 日

納 付 日

返 還 申 請 額

返 還 申 請 理 由

金融機関名

本 支 店 名

返還金受取金融機関 口 座 番 号 普通・当座

カ タ カ ナ

口座名義人

添 付 書 類

備 考
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告 示■

◎群馬県告示第５７号

自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１４条、第１１７条第１項及び第１１８条の規定により、令

和元年及び令和２年採用の自衛官候補生及び自衛官の募集期間、試験期日並びに試験場の名称及び位置を次のとお

り告示する。

令和元年６月２１日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 自衛官候補生（令和元年９～１１月及び令和２年３・４月採用）

(1) 募集期間

年間を通じて実施

(2) 試験期日並びに試験場の名称及び位置

試験期日 試験場の名称 試験場の位置

受付時に通知 相馬原試験場 北群馬郡榛東村新井１０１７－２
令和２年３月高等学校卒業予定者 陸上自衛隊相馬原駐屯地
又は中等教育学校卒業予定者の採 新町試験場 高崎市新町１０８０
用試験は、令和元年９月１６日 陸上自衛隊新町駐屯地
（月）以降 のいずれか指定された試験場

２ 一般曹候補生（令和２年３・４月採用）

(1) 募集期間

令和元年７月１日から同年９月６日まで

(2) 試験期日並びに試験場の名称及び位置

１次試験

試験期日 試験場の名称 試験場の位置

令和元年９月２１日（土） 太田試験場 太田市浜町６６－４９
令和元年９月２２日（日） 太田市浜町勤労会館
のいずれか指定された１日 前橋試験場 前橋市南町４－３０－３

勢多会館
新町試験場 高崎市新町１０８０

陸上自衛隊新町駐屯地
のいずれか指定された試験場

３ 航空学生（令和２年４月採用）

(1) 募集期間

令和元年７月１日から同年９月６日まで

(2) 試験期日並びに試験場の名称及び位置

１次試験

試験期日 試験場の名称 試験場の位置

令和元年９月１６日（月） 前橋試験場 前橋市南町４－３０－３
勢多会館
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◎群馬県告示第５８号

群馬県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２７年群馬県条例第２７号。以下「条例」という。）第１４条第１

項の規定により、知事指定薬物の指定が次のとおり効力を失うので、同条第２項の規定により告示する。

令和元年６月２１日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 失効する知事指定薬物の名称

(1) Ｎ―エチル―１―（３―メトキシフェニル）シクロヘキサン―１―アミン（通称名３―ＭｅＯ―ＰＣＥ）及

びその塩類

(2) １―（４―シアノブチル）―Ｎ―（２―フェニルプロパン―２―イル）―１Ｈ―ピロロ［２，３―ｂ］ピリ

ジン―３―カルボキサミド（通称名ＣＵＭＹＬ―４ＣＮ―Ｂ７ＡＩＣＡ）及びその塩類

２ 失効の理由

当該知事指定薬物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第

１４５号）第２条第１５項に規定する指定薬物に指定されたため。

３ 指定が効力を失う日

令和元年６月２３日

４ 罰則の適用

この指定の失効の前にした行為については、なお条例の罰則を適用する。

◎群馬県告示第５９号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林に指定する予

定である旨の通知があった。

令和元年６月２１日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 保安林予定森林の所在場所 沼田市利根町高戸谷字シタロウ８７６の１、８７６の２、８７７、字下峠８８０

の２、字大林９６１、９７４の１、字片路口１００６の１、１００６の９、字名目津平１０１７の１、１０１７

の２、字大峠１１７０、字喜里ヶ久保１１７４の１から１１７４の３まで、字井戸頭１１８０の１、１１８０の

２、字孫作り１１８６の１、１１８６の２、字弥藤次久保１１８９の１、１１８９の２、字柿ソリ１１９７、１

２０９の２、字中棚１２２０の１、１２２１、１２２５の２、字屋敷棚１２４７の２、字中丸１２５７、字大亦

久保１２８５、字栃久保１２９０

２ 指定の目的 水源の涵養

３ 指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め
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る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を群馬県森林環境部森林保全課及び沼田市役所に備え置いて

縦覧に供する。

◎群馬県告示第６０号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

令和元年６月２１日

群馬県知事 大 澤 正 明

路線名 区 間 供用開始の期日
道路の
種 類

一般国道 ２９２号 吾妻郡長野原町大字大津字草津国有林１６６林班地内か 令和元年６月２１日
ら同郡草津町大字前口字カヤコシ１３９番の３地先まで

◎群馬県告示第６１号

一般証紙の証紙売りさばき人の指定の告示（平成３年群馬県告示第３５５号）の一部を次のように改正し、令和

元年６月２１日から適用する。

令和元年６月２１日

群馬県知事 大 澤 正 明

「株式会社沼田自動車教習所 沼田市横塚町１
「株式会社沼田自動車教習所 沼田市横塚町１０８８―１３」を

有限会社ロイヤル 沼田市横塚町１３９７－

０８８―１３
に改める。

１２（セブンイレブン沼田横塚町店）」

公 告■

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により、保安林の指定施業要件を変更する予定について、

その森林の所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知をしたところ、次の者の所在が不分明なため、

同法第１８９条の規定により、通知の内容を前橋市役所に掲示したので、その要旨を次のとおり公告する。

令和元年６月２１日

群馬県知事 大 澤 正 明

１(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者



15

第９７０８号令和元年６月２１日（金） 群 馬 県 報

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

前橋市東金丸町１６８の２ 近藤萬良

前橋市東金丸町１６８の４ 磯田啓次郎 共有林

同 宮内克二 同

同 山本トヨ子 同

同 山本照男 同

同 重田金次郎 同

同 諸岡富八 同

同 小池三郎 同

同 小林紀六二 同

同 小林進 同

同 小林福市 同

同 松本常雄 同

同 松本徳一 同

同 須田一二三 同

同 須田一雄 同

同 石井央 同

同 大嶋金兵衛 同

同 田中仁作 同

同 嶋村一男 同

同 米山丑太郎 同

同 北爪幸作 同

同 北爪宗次 同

同 鈴木吉榮 同

前橋市上大屋町２６８の３ 奥泉英夫

前橋市滝窪町１２６１の１ 狩野義雄

前橋市滝窪町１３６９の３、１３６９の４、１３６９の６ 小澤弘吉

前橋市滝窪町１３６９の７ 関根功三郎

前橋市堀越町２０４９の４、２０６５の６ 木島幹雄

前橋市堀越町２１９７の１ 松村吉次郎 共有林
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同 茂木栄作 同

同 茂木亀次郎 同

同 茂木初太郎 同

同 茂木彌太郎 同

同 飯野林次郎 同

前橋市堀越町２４６０の１、２４６９の１ 茂木たかの

前橋市堀越町２４６３の１、２４６４ 石原博

前橋市堀越町２７８４の１、２７８４の３ 後藤とし子

前橋市堀越町２７８３の２ 飯野米作

(2) 指定の目的 風害の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

２(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

前橋市東金丸町７９、８０ 稲葉源次郎 共有林

同 加藤コウ 同

同 金子福寿 同

同 高橋健二 同

同 高橋道雄 同

同 黒﨑幸好 同

同 勝山幹夫 同

同 勝山岩雄 同

同 勝山朋市 同

同 菅野元八 同

同 菅野隆平 同

同 石田辰五郎 同

同 設楽ふみ 同
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同 設楽利次 同

同 船津義雄 同

同 船津貞義 同

同 大島義平 同

同 大嶋正一平 同

同 田村徳作 同

同 田村敏男 同

同 渡辺英二 同

同 富岡勇作 同

同 北爪要太郎 同

同 矢島安寿 同

同 柳沢とめ 同

同 栁澤文雄 同

同 髙橋孝雄 同

前橋市東金丸町８１の１ 西野勝介

前橋市東金丸町８１の２ 関口勝正

前橋市東金丸町８４の４ 村田久

前橋市東金丸町８５の２ 青木鱗三

(2) 指定の目的 干害の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県森林環境部森林保全課及び前橋市役所に備え置いて縦覧に供

する。

保安林指定施業要件変更予定告示 平成３１年２月２２日群馬県告示第４０号

選挙管理委員会告示■

◎群馬県選挙管理委員会告示第１２号
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政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により届出のあった政

治団体の名称等は、次のとおりである。

令和元年６月２１日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

１ 政党の支部

国会議員関係政治団体以外の政党の支部

会計責任者の
主 た る 事 務 所 の 所 在 地代表者の氏名

氏 名
政 治 団 体 の 名 称

１以上の市町村等の区域を
届 出 年 月 日

単位として設けられる支部

自由民主党群馬県安中市第三支部 伊藤清 田嶋泰孝 安中市原市１４７２

○ 令和元年５月２０日

自由民主党群馬県甘楽郡第三支部 牛木義 長岡昭宏 甘楽郡甘楽町上野１５７－１

○ 令和元年５月１４日

自由民主党群馬県桐生市第六支部 亀山貴史 須江慶太 桐生市菱町４－２２５１

○ 令和元年５月２９日

自由民主党群馬県高崎市第八支部 松本基志 小林均 高崎市八千代町１－１７－８

○ 令和元年５月２９日

自由民主党群馬県藤岡市第四支部 神田和生 坂本千春 藤岡市中大塚９５２

○ 令和元年５月２０日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

(1) 法第１９条の７第１項第１号及び第２号に係る国会議員関係政治団体

会計責任者の
主 た る 事 務 所 の 所 在 地代表者の氏名

氏 名
政 治 団 体 の 名 称

公職の種類 公職の候補者の氏名及び
届 出 年 月 日

（第１号） 公職の種類（第２号）

尾身朝子後援会 尾身朝子 伊藤元万 前橋市総社町総社３１３７－１

衆議院議員 尾身朝子、衆議院議員 令和元年５月１３日

(2) 国会議員関係政治団体以外の政治団体

会計責任者の
主 た る 事 務 所 の 所 在 地代表者の氏名

氏 名
政 治 団 体 の 名 称

届 出 年 月 日

比嘉奈津美群馬県後援会 村山利之 中野善夫 前橋市大友町１－５－１７
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令和元年５月１７日

◎群馬県選挙管理委員会告示第１３号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により届出のあった政治団体の異動事項は、

次のとおりである。

令和元年６月２１日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

１ 政党の支部

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日

自由民主党群馬県支部連合 会計責任者の 南波和憲 関根圀男 令和元年
会 氏名 ５月７日

自由民主党群馬県第一選挙 会計責任者の 伊藤元万 川田隆司 令和元年
区支部 氏名 ５月１日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日

群馬県税理士政治連盟 代表者の氏名 田子一夫 狩野要一 平成３１年
４月１日

群馬県旅館政治連盟 会計責任者の 真下英明 新木敬司 令和元年
氏名 ５月２４日

群馬司法書士政治連盟 代表者の氏名 上原大介 東歩 令和元年
５月１８日

会計責任者の 鈴木克利 上原大介 令和元年
氏名 ５月２７日

３７万市民の会 主たる事務所 高崎市和田町３－４ 高崎市連雀町１１２ 平成３１年
の所在地 ４月２６日

富岡賢治後援会 主たる事務所 高崎市和田町３－４ 高崎市連雀町１１２ 平成３１年
の所在地 ４月２６日

前橋市歯科医師政治連盟 政治団体の名 前橋市歯科医師政治連盟 前橋市歯科医師連盟 平成３１年
称 ４月２６日

三井のぶひで後援会 主たる事務所 高崎市中豊岡町５００－ 高崎市中豊岡町１００－ 令和元年
の所在地 ８１ ２ ５月２０日
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◎群馬県選挙管理委員会告示第１４号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定により解散の届出のあった政治団体の名称

等は、次のとおりである。

令和元年６月２１日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日

阿久沢なるみ後援会 阿久澤成實 平成３１年４月３０日

大島正芳後援会 大島正芳 平成３１年４月２６日

大竹政雄後援会 土屋幸男 平成３１年４月３０日

「きたじま菊好」を育てる会 金井義興 平成３１年４月３０日

元気な渋川をつくる会 猪熊篤史 平成３１年４月３０日

斉藤盛久後援会 上原博男 平成３１年４月２５日

滝沢俶明後援会 宮崎比呂志 令和元年５月１日

山田信行後援会 宿谷好孝 令和元年５月１５日

◎群馬県選挙管理委員会告示第１５号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第１９条第３項の規定により届出のあった

資金管理団体の異動事項は、次のとおりである。

令和元年６月２１日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

法第１９条第３項第３号による届出

資金管理団体
資金管理団体
の届出をした 異動事項 新 旧 異動年月日

の 名 称
者 の 氏 名

三井暢秀 三井のぶひで 主たる事務 高崎市中豊岡町５００－ 高崎市中豊岡町１００－ 令和元年
後援会 所の所在地 ８１ ２ ５月２０日

◎群馬県選挙管理委員会告示第１６号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第１９条第３項の規定により資金管理団体

でなくなった旨の届出のあった資金管理団体の名称等は、次のとおりである。
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令和元年６月２１日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

法第１９条第３項第２号による届出

資金管理団体の届出をした者の氏名 資金管理団体の名称 資金管理団体でなくなった年月日

阿久澤成實 阿久沢なるみ後援会 平成３１年４月３０日

猪熊篤史 元気な渋川をつくる会 平成３１年４月３０日

大島正芳 大島正芳後援会 平成３１年４月２６日

入札公告■

次のとおり一般競争入札に付する。

なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。

令和元年６月２１日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 調達内容

(1) 購入物品、数量及び納入場所

購入物品 数量 納入場所

ア ロータリ除雪車(14t＋100PS級、マルチプラウ） １台 沼田土木事務所鎌田事業所
利根郡片品村鎌田３９５２－７

イ ロータリ除雪車（2.2m級） １台 沼田土木事務所
沼田市薄根町４４１２

ウ 凍結防止剤散布車（湿式、4t級、4×4） ２台 沼田土木事務所
沼田市薄根町４４１２

エ 除雪ドーザ（11t級、車輪式、サイドスライドア ２台 中之条土木事務所長野原事業所
ングリングプラウ） 吾妻郡長野原町長野原１００３

中之条土木事務所三原事業所
吾妻郡嬬恋村三原下川原８７６－９

オ 除雪ドーザ（11t級、車輪式、サイドスライドア ２台 中之条土木事務所三原事業所
ングリングプラウ、スノーバケット付） 吾妻郡嬬恋村三原下川原８７６－９

(2) 購入物品の特質等 詳細は、入札説明書による。

(3) 納入期限

購入物品 納入期限

ア ロータリ除雪車(14t＋100PS級、マルチプラウ） 令和２年３月２５日

イ ロータリ除雪車（2.2m級） 令和２年３月２５日
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ウ 凍結防止剤散布車（湿式、4t級、4×4） 令和２年３月２５日

エ 除雪ドーザ（11t級、車輪式、サイドスライドアングリングプラウ） 令和２年３月２５日

オ 除雪ドーザ（11t級、車輪式、サイドスライドアングリングプラウ、スノ 令和２年３月２５日
ーバケット付）

(4) 入札方法 上記(1)アからオまでの物品をそれぞれ入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載さ

れた金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金

額を入札書に記載すること。

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された平成３０・３１年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されてい

る者であり、かつ、資格者名簿において等級格付区分がＡの者であること。

なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定により、

令和元年７月１０日（水）までに群馬県会計局会計課に競争入札参加資格審査申請を行い、同月２４日（水）

までに資格者名簿に登載され、かつ、等級格付区分がＡであることが確認できた者であること。

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。

(4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けて

いない者であること。

(5) 入札日において、県から、物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領の規定による指名停止を受け

ていない者であること。

(6) 当該調達物品又はこれと類似する物品について、相当期間の生産実績又は販売実績を有することを証明した

者であること。

(7) 当該調達物品に係るアフターサービス、修理、部品供給等を長期にわたり円滑に行い得ることを証明した者

であること。

(8) 県が指定する場所で行う検査の立ち会いに応じられる者であること。

３ 入札書の提出場所等

(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒３７１－８５７０ 群馬県前橋市大手町一丁

目１番１号 群馬県会計局会計課契約調達係 担当 櫻井優美 電話０２７－２２６－３８１９（ダイヤルイ

ン）

(2) 入札説明書の交付方法 原則として、ぐんま電子入札共同システム（https://portal.g-cals.e-gunma.lg.j

p/portal/）による。

なお、ぐんま電子入札共同システムによる取得が困難な場合等にあっては、事前連絡の上、上記(1)の場所

で交付を受けること。

(3) 入札説明書の交付期間 令和元年６月２１日（金）から同年７月２４日（水）までの毎日。ただし、上記



23

第９７０８号令和元年６月２１日（金） 群 馬 県 報

(1)の場所で交付を受ける場合は、群馬県の休日を定める条例（平成元年群馬県条例第１６号）第１条第１項

に規定する休日を除く日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までの間とする。

(4) 入札及び開札の日時

購入物品 日時

ア ロータリ除雪車(14t＋100PS級、マルチプラウ） 令和元年８月１日午前１０時００分

イ ロータリ除雪車（2.2m級） 令和元年８月１日午前１０時２０分

ウ 凍結防止剤散布車（湿式、4t級、4×4） 令和元年８月１日午前１０時４０分

エ 除雪ドーザ（11t級、車輪式、サイドスライドアングリン 令和元年８月１日午前１１時００分
グプラウ）

オ 除雪ドーザ（11t級、車輪式、サイドスライドアングリン 令和元年８月１日午前１１時２０分
グプラウ、スノーバケット付）

(5) 入札及び開札の場所 群馬県庁１３階１３１会議室（郵送による場合は、書留郵便とし、令和元年７月３１

日（水）午後５時までに上記(1)の場所に群馬県会計局会計課長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表

封筒に「○○（購入物品名）一般競争入札書在中」と朱書きすること。）

４ その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 入札者に要求される事項

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申請書、消費税及び地方消費税等に関する課税（免

税）事業者届出書、当該調達物品又はこれと類似する物品について相当期間の生産実績又は販売実績を有す

ることを証明する書類及び当該調達物品に係るアフターサービス、修理、部品供給等を長期にわたり円滑に

行い得ることを証明する書類を令和元年７月２４日（水）までに、上記３(1)の場所に提出しなければならな

い。入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から当該書類に関して説明を求められた場合に

は、それに応じなければならない。

イ この一般競争入札に参加を希望する者は、県から交付される仕様書に基づく当該調達物品の製作仕様書等

の図書を作成し、これを令和元年７月２４日（水）までに、上記３(1)の場所に提出しなければならない。

提出された製作仕様書等の図書は、県において技術審査するものとし、入札説明書に示す仕様書に照らし採

用し得ると判断した製作仕様書等の図書を添付した者の入札書のみを落札決定の対象とする。また、製作仕

様書等の図書を提出した者は、開札日の前日までに県に説明し、県との協議に応じる義務を負うものとし、

必要な場合は提出した図書の内容の変更に応ずべきものとする。説明及び協議の義務を履行しない者並びに

製作仕様書等の変更に応じない者の入札書は、落札決定の対象としない。

(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札その他規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。

(5) 契約書の作成の要否 要

(6) 落札者の決定方法 規則第１６９条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場
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合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くこと

ができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。

(7) その他 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Masaaki Osawa, Governor of Gunma

Prefecture

(2) Bidding details are as follows:

Products to be purchased Quantity Date & time of bidding

ⅰ Rotary Snowplow (14t+100PS class, with multiplow) 1 10:00 a.m. August 1, 2019

ⅱ 1 10:20 a.m. August 1, 2019Rotary Snowplow (2.2m class)

ⅲ Antifreeze Spraying Vehicle (wet, 4-ton-class, four-w 2 10:40 a.m. August 1, 2019
heel drive)

ⅳ Bulldozer Snowplow (11-ton-class, wheeled, with side 2 11:00 a.m. August 1, 2019
slide-angling plow)

ⅴ Bulldozer Snowplow (11-ton-class, wheeled, with side 2 11:20 a.m. August 1, 2019
slide-angling plow and snow bucket)

(3) Delivery period:

Products to be purchased Delivery period

ⅰ Rotary Snowplow (14t+100PS class, with multiplow) March 25, 2020

ⅱ March 25, 2020Rotary Snowplow (2.2m class)

ⅲ Antifreeze Spraying Vehicle (wet, 4-ton-class, four-wheel drive) March 25, 2020

ⅳ Bulldozer Snowplow (11-ton-class, wheeled, with side slide-angling plow) March 25, 2020

ⅴ Bulldozer Snowplow (11-ton-class, wheeled, with side slide-angling plow March 25, 2020
and snow bucket)

(4) Contact point for the notice: Yumi Sakurai, Contract and Procurement Section, Accounting

Division, Treasury Bureau, Gunma Prefectural Govement 1-1-1 Ote-machi, Maebashi-shi, Gunma-ken,

371-8570, Japan, Tel 027-226-3819(Japanese language only)

次のとおり一般競争入札に付する。

なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。

令和元年６月２１日

群馬県警察本部長 松 坂 規 生

第９７０８号令和元年６月２１日（金） 群 馬 県 報
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１ 調達内容

(1) 入札件名及び数量 高齢者講習等管理システムの賃借 一式

(2) 入札件名の仕様等 入札説明書及び仕様書のとおり

(3) 借入期間 令和２年１月１日（水）から令和８年１２月３１日（木）まで

(4) 履行場所 群馬県前橋市元総社町８０番地４ 群馬県総合交通センターほか（詳細は、仕様書による。）

(5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された平成３０・３１年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されてい

る者であること。

なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定により、

令和元年７月５日（金）までに群馬県会計局会計課に競争入札参加資格審査申請を行い、同月１６日（火）午

後４時までに資格者名簿への登載を確認し、群馬県警察本部警務部会計課調度・契約係へその旨連絡すること。

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てがなされている者（手続開始の決定後に、資

格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

(4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けて

いない者であること。

(5) 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。

(6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

(7) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支

店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等その他

経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団

員」という。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。）でないこと。

３ 入札書の提出場所等

(1) 申請書等の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒３７１－８５８０ 群

馬県前橋市大手町一丁目１番１号 群馬県警察本部警務部会計課調度・契約係 電話０２７－２４３－０１１

０ 内線２２１４～２２１７

(2) 入札説明書の交付期間及び交付場所

ア 交付期間 令和元年６月２１日（金）から同年７月１１日（木）までの日（群馬県の休日を定める条例

（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休日条例」という。）第１条第１項に規定する休日を除く。）の午

前９時から午後５時まで

イ 交付場所 上記(1)の場所

(3) 入札参加資格の確認 この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を次により提出
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しなければならない。

なお、提出した書類に関して説明を求められた場合には、それに応じなければならない。また、入札参加資

格確認結果は、令和元年７月２２日（月）までに入札参加資格確認通知書で通知する。

ア 提出期限 令和元年７月１８日（木）午後５時まで（受付日及び時間は、休日条例第１条第１項に規定す

る休日を除く日の午前９時から午後５時まで）

イ 提出方法 郵送又は上記(1)の場所に持参とする。

なお、郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの提出期限までに上記(1)の場所に必着のこと。また、

封筒に「高齢者講習等管理システムの賃借入札参加資格確認申請書類在中」と朱書きすること。

ウ 提出部数 １部

(4) 入札及び開札の日時及び場所 令和元年７月３１日（水）午後１時３０分 群馬県警察本部庁舎地下１階入

札室（郵送による場合は、書留郵便とし、同月３０日（火）午後５時までに上記(1)の場所に群馬県警察本部警

務部会計課長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「高齢者講習等管理システムの賃借入札書在

中」と朱書きすること。）

４ その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者のした入札その他規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。

(4) 契約書作成の要否 要

(5) 落札者の決定方法 規則第１６９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場

合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くこと

ができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(6) その他 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Norio Matsuzaka, Chief of Gunma

Prefectural Police Headquarters

(2) Nature and quantity of the services to be required: Lease of the management system of the

lessons for elderly drivers, 1 set

(3) Rent period: From January 1, 2020 through December 31, 2026

(4) Dates of issue for tender documents: From June , from 9:00 a.m. to 5:0021 through July 11, 2019

p.m.

Note: Closed holidays which are stipulated by Article 1 of the regulations concerning Gunma

Prefectural holidays.

(5) Time-limit for tender: July 31, 2019 at 1:30 p.m.(Bids submitted by mail must be submitted by

registered mail and must be received no later than July 30, 2019 at 5:00 p.m.)

(6) Contact point for the notice: Contract Section, Finance Division, Department of Police

Administration Gunma Prefectural Police Headquarters, 1-1-1 Ote-machi, Maebashi-shi, Gunma-Ken,

371-8580, Japan, TEL 027-243-0110 (ext. 2214 - 2217)(Japanese language only)
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次のとおり落札者を決定した。

令和元年６月２１日

群馬県警察本部長 松 坂 規 生

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 群馬県警察放置駐車違反処理システム機器 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県警察本部警務部会計課調度・契約係 群馬県前橋

市大手町一丁目１番１号

３ 落札者を決定した日 平成３１年４月１９日

４ 落札者の名称及び所在地 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 東京都港区芝浦一丁目２

番３号

５ 落札金額 ５４，９０３，４２０円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 平成３１年３月８日

毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111
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